
・リハビリテーション料　関連項目 日本ヘルスケアプランニング株式会社作成　2022年2月1日
解釈番号 現行届出済 改定対応済

（新設）

H000

改定後 現行

【心大血管疾患リハビリテーション料】 【心大血管疾患リハビリテーション料】

［施設基準］
(10) 心大血管疾患リハビリテーション料、脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテー
ション料、運動器リハビリテーション料及び呼吸器リハビリテーション料に規定するリハビリテーション
データ提出加算の施設基準
イ リハビリテーションを実施している患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提出する
ために必要な体制が整備されていること。
ロ データ提出加算に係る届出を行っていない保険医療機関であること。
※ 脳血管疾患等リハビリテーション料、廃用症候群リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料
及び呼吸器リハビリテーション料についても同様。
（※）「外来医療等のデータ」については、令和５年 10 月診療分をめどにデータ提出を受け付ける方向で
対応する。

［施設基準］
（新設）

［算定要件］
（１）主として回復期リハビリテーションを行う病棟に関する別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合
しているものとして保険医療機関（特定機能病院に限る。）が地方厚生局長等に届け出た病棟に入院し
ている患者であって、別に厚生労働大臣が定める回復期リハビリテーションを要する状態にあるものに
ついて、当該病棟に入院した日から起算して、それぞれの状態に応じて別に厚生労働大臣が定める日
数を限度として所定点数を算定する。ただし、当該病棟に入院した患者が当該入院料に係る算定要件に
該当しない場合は、区分番号Ａ１００に掲げる一般病棟入院基本料の注２に規定する特別入院基本料の
例により算定する。

（２）診療に係る費用（当該患者に対して行った第２章第１部医学管理等の区分番号Ｂ００１の 10 に掲げ
る入院栄養食事指導料、第２部在宅医療、第７部リハビリテーションの費用（別に厚生労働大臣が定め
る費用を除く。）、第２節に規定する臨床研修病院入院診療加算、医師事務作業補助体制加算、地域加
算、離島加算、医療安全対策加算、感染防止対策加算、患者サポート体制充実加算、データ提出加算、
入退院支援加算（１のイに限る。）、認知症ケア加算、薬剤総合
評価調整加算、排尿自立支援加算、区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓、区分番号Ｊ０４２に掲げる腹膜
灌流、区分番号Ｊ４００に掲げる特定保険医療材料（区分番号Ｊ０３８に掲げる人工腎臓又は区分番号Ｊ０
４２に掲げる腹膜灌流に係るものに限る。）並びに除外薬剤・注射薬の費用を除く。）は、特定機能病院リ
ハビリテーション病棟入院料に含まれるものとする。

［施設基準］
（１）回復期リハビリテーションの必要性の高い患者を８割以上入院させ、特定機能病院の一般
　　病棟単位で行うものであること。
（２）回復期リハビリテーションを行うに必要な構造設備を有していること。
（３）心大血管疾患リハビリテーション料（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅰ）、運動器
　　リハビリテーション料（Ⅰ）及び呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）に係る届出を行っている保険
　　医療機関であること。
（４）回復期リハビリテーションを要する状態の患者に対し、１日当たり２単位以上のリハビリテー
　　ションが行われていること。
（５）当該病棟に専従の常勤医師が１名以上配置されていること。
（６）当該病棟において、１日に看護を行う看護職員の数は、常時、当該病棟の入院患者の数が
　　10 又はその端数を増すごとに１以上であること。
（７）当該病棟において、看護職員の最小必要数の７割以上が看護師であること。
（８）当該病棟において、１日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、当該病棟の入院患者
　　の数が 30 又はその端数を増すごとに１以上であること。
（９）当該病棟に専従の常勤の理学療法士が３名以上、専従の常勤の作業療法士が２名以上、
　　専従の常勤の言語聴覚士が１名以上、専従の常勤の管理栄養士が１名以上、在宅復帰支援
　　を担当する専従の常勤の社会福祉士等が１名以上配置されていること。
（10）特定機能病院であること。（当分の間は、令和４年３月 31 日において現に回復期リハビリテーション
病棟入院料に係る届出を行っているものに限る。）
（11）休日を含め、週７日間リハビリテーションを提供できる体制を有していること
（12）当該病棟において、新規入院患者のうち５割以上が重症の患者であること。
（13）当該病棟において、退院患者のうち他の保険医療機関へ転院した者等を除く者の割合が７
　　割以上であること。
（14）リハビリテーションの効果に係る実績の指数が 40 以上であること。
（15）他の保険医療機関との連携体制が確保されていること。
（16）早期離床・リハビリテーション加算及び早期栄養介入管理加算に係る届出を行っている保
　　険医療機関であること。
（17）１病棟に限り届出を行うことができること。

（新）特定機能病院リハビリテーション病棟入院料 2,129 点
（生活療養を受ける場合にあっては、 2,115 点）

［対象患者］
特定機能病院の一般病棟に入院している患者であって、回復期リハビリテーションを要する状態にある
もの

［算定要件］
注５ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、当該保険医療機関における診療報酬の請求状況、診療の内容に関するデータを継続
して厚生労働省に提出している場合であって、注１本文に規定する別に厚生労働大臣が定める患者で
あって入院中の患者以外のものに対してリハビリテーションを行った場合は、リハビリテーションデータ提
出加算として、月１回に限り50点を所定点数に加算する。

［算定要件］
（新設）
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・リハビリテーション料　関連項目 日本ヘルスケアプランニング株式会社作成　2022年2月1日
解釈番号 現行届出済 改定対応済改定後 現行

H004

［施設基準］
一の二 摂食機能療法の注３に規定する施設基準
(1) 摂食嚥下機能回復体制加算１の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整備されているこ
と。
ロ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養についての実績等を地方厚生局等に報告していること。
ハ 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。
(2) 摂食嚥下機能回復体制加算２の施設基準
(1)のイ及びロを満たすものであること。
(3) 摂食嚥下機能回復体制加算３の施設基準
イ 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき必要な体制が整備されているこ
と。
ロ (1)のロを満たすものであること。
ハ 療養病棟入院料１又は２を算定する病棟を有する病院であること。
二 摂食機能又は嚥下機能に係る療養について相当の実績を有していること。

［施設基準］
一の二 摂食機能療法の注３に規定する施設基準
（新設）
(1) 摂食機能又は嚥下機能の回復のために必要な指導管理を行うにつき十分な体制が整
備されていること。
(2) 摂食機能に係る療養についての実績を地方厚生局等に報告していること。

（新設）

（新設）

第45の２ 摂食嚥下機能回復体制加算
１ 摂食嚥下機能回復体制加算１に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下の摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知識を有した多職種に
より構成されたチーム（以下「摂食嚥下支援チーム」という。）が設置されていること。なお、歯科医師が摂
食嚥下支援チームに参加している場合には、歯科衛生士が必要に応じて参加していること。
ア （略）
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を５年以上有する看護師であって、摂食嚥下
障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師又は専従の常勤言語聴覚士
（削除）
（削除）
ウ 専任の常勤管理栄養士
（削除）
（削除）

(2) （略）
(3) 摂食嚥下支援チームの構成員は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実
施する週１回以上のカンファレンスに参加していること。なお、摂食嚥下支援チームの構成員以外の職種
については、必要に応じて参加することが望ましい。

(4) 当該保険医療機関において経口摂取以外の栄養方法を行っている患者であって、以下のいずれか
に該当するもの（転院又は退院した患者を含む。）の合計数に占める鼻腔栄養を導入した日、胃瘻を造
設した日又は中心静脈栄養を開始した日から１年以内に経口摂取のみの栄養方法を行っている状態へ
回復させた患者の割合が、前年において３割５分以上であること。
ア 他の保険医療機関等から紹介された鼻腔栄養を実施している患者、胃瘻を造設している患者又は中
心静脈栄養を実施している患者であって、当該保険医療機関において摂食機能療法を実施したもの
イ 当該保険医療機関において鼻腔栄養を導入した患者、胃瘻を造設した患者又は中心静脈栄養を開
始した患者

第45の２ 摂食嚥下支援加算
１ 摂食嚥下支援加算に関する施設基準
(1) 保険医療機関内に、以下から構成される摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る
専門知識を有した多職種により構成されたチーム（以下「摂食嚥下支援チーム」という。）が
設置されていること。ただし、カについては、歯科医師が摂食嚥下支援チームに参加してい
る場合に限り必要に応じて参加していること。
ア （略）
イ 摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を５年以上有する看護師であっ
て、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看護師
ウ 専任の常勤言語聴覚士
エ 専任の常勤薬剤師
オ 専任の常勤管理栄養士
カ 専任の歯科衛生士
キ 専任の理学療法士又は作業療法士
(2) （略）
(3) 内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて実施する週１回以上のカ
ンファレンスについては、摂食嚥下支援チームのうち、常勤の医師又は歯科医師、常勤の
看護師、常勤の言語聴覚士、常勤の薬剤師及び常勤の管理栄養士が参加していること。な
お、歯科衛生士及び理学療法士又は作業療法士については、必要に応じて参加することが
望ましい。
（新設）

【摂食嚥下機能回復体制加算（摂食機能療法）】 【摂食嚥下支援加算（摂食機能療法）】

２ 摂食嚥下機能回復体制加算２に関する施設基準
１の(1)から(3)までの基準を満たしていること。
３ 摂食嚥下機能回復体制加算３に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において、専任の常勤医師、専任の常勤看護師又は専任の常勤言語聴覚士が１
名以上勤務していること。
(2) 当該医師、看護師又は言語聴覚士は、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の検査結果を踏まえて
実施する週１回以上のカンファレンスに参加していること。なお、その他の職種については、必要に応じ
て参加することが望ましい。
(3) 当該保険医療機関において中心静脈栄養を実施していた患者（療養病棟入院料１又は２を算定する
病棟の入院患者に限る。）のうち、嚥下機能評価を実施した上で嚥下リハビリテーション等を行い、嚥下
機能が回復し、中心静脈栄養を終了した者の数の前年の実績が、２名以上であること。ただし、令和４年
３月31日時点において療養病棟入院料１又は２を算定している病棟に入院している患者については、嚥
下機能評価及び嚥下リハビリテーション等を実施していない場合であっても、嚥下機能が回復し、中心静
脈栄養を終了した者の数を算入して差し支えない。

（新設）

（新設）

［算定要件］
注３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医
療機関において、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った場合は、摂食嚥下機能回
復体制加算として、当該基準に係る区分に従い、患者（ハについては、療養病棟入院料１又は療養病棟
入院料２を現に算定しているものに限る。）１人につき週１回に限り次に掲げる点数を所定点数に加算す
る。
イ 摂食嚥下機能回復体制加算１  210点
ロ 摂食嚥下機能回復体制加算２  190点
ハ 摂食嚥下機能回復体制加算３ 120点
(7) 「注３」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専門知
識を有した多職種により構成されたチーム（以下この区分番号において「摂食嚥下支援チーム」という。）
等による対応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して必
要な指導管理を行った場合に算定できる。

［算定要件］
注３ 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届
け出た保険医療機関において、当該保険医療機関の保険医、看護師、言語聴覚士、薬剤
師、管理栄養士等が共同して、摂食機能又は嚥下機能の回復に必要な指導管理を行った
場合に、摂食嚥下支援加算として、週１回に限り200点を所定点数に加算する。

(7) 「注３」に掲げる摂食嚥下支援加算は、摂食機能及び嚥下機能の回復の支援に係る専
門知識を有した多職種により構成されたチーム（以下「摂食嚥下支援チーム」という。）の対
応によって摂食機能又は嚥下機能の回復が見込まれる患者に対して、多職種が共同して
必要な指導管理を行った場合に算定できる。

(8) 「注３」に掲げる摂食嚥下機能回復体制加算は、アからウまでの要件をいずれも満たす場合に算定す
る。
ア 摂食嚥下支援チーム等による対応を開始する際には、当該患者の診療を担う医師、看護師等と共同
の上、当該チーム等により、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づいて摂食嚥下支援計
画書を作成すること。なお、すでに摂食機能療法を実施中であり、当該計画書が作成されている場合に
は、当該チーム等により見直しを行うこととしても差し支えない。（中略）
イ アを実施した患者について、月に１回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実施すること。
当該検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チーム等により、摂食嚥下支援計画書等の見直しに係るカ
ンファレンスを週に１回以上行うこと。

(8) 「注３」に掲げる摂食嚥下支援加算は、アからウまでの要件をいずれも満たす場合に算
定する。
ア 摂食嚥下支援チームによる対応を開始する際には、当該患者の診療を担う医師、看護
師等と共同の上、当該チームにより、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影の結果に基づ
いて摂食嚥下支援計画書を作成すること。なお、すでに摂食機能療法を実施中であり、当
該計画書が作成されている場合には、当該チームにより見直しを行うこととしても差し支え
ない。（中略）
イ アを実施した患者について、月に１回以上、内視鏡下嚥下機能検査又は嚥下造影を実
施すること。
当該検査結果等を踏まえて、摂食嚥下支援チームにより、摂食嚥下支援計画書等の見直
しに係るカンファレンスを週に１回以上行うこと。当該カンファレンスには、当該チームの構
成員である医師又は歯科医師、看護師、言語聴覚士、薬剤師及び管理栄養士が参加して
いること。

４ 届出に関する事項
(3) 令和４年３月31日時点で「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」による改正前（令和４年度改定
前）の区分番号「Ｈ００４」摂食機能療法の「注３」に掲げる摂食嚥下支援加算の施設基準に係る届出を
行っている保険医療機関においては、令和4年9月30日までの間に限り、１の(1)のイにおける「専従の常
勤言語聴覚士」については「専任の常勤言語聴覚士」であっても差し支えないこととし、また、(4)の基準を
満たしているものとする。

２ 届出に関する事項
(3) １の(1)のイに掲げる「摂食嚥下機能障害を有する患者の看護に従事した経験を５年以
上有する看護師であって、摂食嚥下障害看護に係る適切な研修を修了した専任の常勤看
護師」の規定については、令和２年３月31日において、「診療報酬の算定方法の一部を改
正する件」による改正前（令和２年度改定前）の区分番号「Ｈ００４」摂食機能療法の「注３」
に掲げる経口摂取回復促進加算１又は２に係る届出を行っている保険医療機関について
は、当該加算の施設基準に規定する「専従の常勤言語聴覚士」として令和２年３月31日に
おいて届出を行っていた者が、１の(1)のウに掲げる「専任の常勤言語聴覚士」として引き続
き届出を行う場合に限り、令和４年３月31日までの間、当該規定を満たしているものとする。
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・リハビリテーション料　関連項目 日本ヘルスケアプランニング株式会社作成　2022年2月1日
解釈番号 現行届出済 改定対応済改定後 現行

共通

［算定要件］
４の４ リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション実施総合計画書（以下この項において「計画
書」という。）については、計画書に患者自ら署名することが困難であり、かつ、遠方に居住している等の
理由により患者の家族等が署名することが困難である場合には、疾患別リハビリテーションを当該患者
に対して初めて実施する場合（新たな疾患が発症し、新たに他の疾患別リハビリテーションを要する状態
となった場合であって、新たな疾患の発症日等をもって他の疾患別リハビリテーションの起算日として当
該他の疾患別リハビリテーションを実施する場合を含む。）を除き、家族等に情報通信機器等を用いて計
画書の内容等を説明した上で、説明内容及びリハビリテーションの継続について同意を得た旨を診療録
に記載することにより、患者又はその家族等の署名を求めなくても差し支えない。ただし、その場合で
あっても、患者又はその家族等への計画書の交付が必要であること等に留意すること。

［算定要件］
（新設）

【リハビリテーション】 【リハビリテーション】

［算定要件］
４ （中略）
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期におけるリハビリテー
ション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注１」本文に規定する日数（以
下「標準的算定日数」という。）を超えて継続して疾患別リハビリテーションを行う患者（疾患別リハビリ
テーション料の各規定の「注４」並びに区分番号「Ｈ００１」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号
「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテーション料及び区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料の「注
５」にそれぞれ規定する場合を除く。）のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学
的に判断される場合（特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第九
の九第一号に掲げる場合）は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、継続することと
なった日及びその後１か月に１回以上、機能的自立度評価法（Functional Independence Measure）（以下
この部において「ＦＩＭ」という。)の測定により当該患者のリハビリテーションの必要性を判断するととも
に、リハビリテーション実施計画書を作成し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写
しを診療録に添付することとし、かつ、「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱
いについて」の「別添２」の様式に基づき、１年間に当該疾患別リハビリテーション料を算定した患者の人
数、ＦＩＭ等について報告を行うこととする（ただし、ＦＩＭの測定については、令和４年９月30日までの間に
あってはこの限りではない。）。なお、当該リハビリテーション実施計画書は、①これまでのリハビリテー
ションの実施状況（期間及び内容）、②前月の状態と比較した当月の患者の状態、③将来的な状態の到
達目標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④ＦＩＭ又は基本的日常生活
活動度（Barthel Index）（以下この部において「ＢＩ」という。）及びその他の指標を用いた具体的な改善の
状態等を示した継続の理由などを記載したものであること。

４ （中略）
また、疾患別リハビリテーションを実施している患者であって、急性期又は回復期における
リハビリテーション料を算定する日数として、疾患別リハビリテーション料の各規定の「注１」
本文に規定する日数（以下「標準的算定日数」という。）を超えて継続して疾患別リハビリ
テーションを行う患者（疾患別リハビリテーション料の各規定の「注４」並びに区分番号「Ｈ０
０１」脳血管疾患等リハビリテーション料、区分番号「Ｈ００１－２」廃用症候群リハビリテー
ション料及び区分番号「Ｈ００２」運動器リハビリテーション料の「注５」にそれぞれ規定する
場合を除く。）のうち、治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断さ
れる場合（特掲診療料の施設基準等別表第九の八第一号に掲げる患者であって、別表第
九の九第一号に掲げる場合）は、継続することとなった日を診療録に記載することと併せ、
継続することとなった日及びその後１か月に１回以上リハビリテーション実施計画書を作成
し、患者又はその家族等に説明の上交付するとともに、その写しを診療録に添付すること。
なお、当該リハビリテーション実施計画書は、①これまでのリハビリテーションの実施状況
（期間及び内容）、②前月の状態と比較した当月の患者の状態、③将来的な状態の到達目
標を示した今後のリハビリテーション計画と改善に要する見込み期間、④機能的自立度評
価法（Functional Independence Measure）（以下この部において「ＦＩＭ」という。)又は基本的
日常生活活動度（Barthel Index）（以下この部において「ＢＩ」という。）及びその他の指標を用
いた具体的な改善の状態等を示した継続の理由、などを記載したものであること。
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